
(単位：百万円)

そ の 他 資 産
前 払 費 用

金 融 派 生 商 品

51,391

14,116
13

690,165
外 国 為 替
外 国 他 店 預 け

1,006
未 払 法 人 税 等

前 受 収 益 3,768

1,944

55
未 払 費 用

999

そ の 他 の 資 産 31,266

国 債

貸 出 金

3,853
902

3,923,656

537,626

5,940

そ の 他 の 証 券

割 引 手 形

買 入 外 国 為 替
取 立 外 国 為 替

当 座 貸 越

手 形 貸 付

貸 倒 引 当 金
(資本の部)

保 証 金 権 利 金

未 収 収 益
先物取引差入証拠金

土 地 建 物 動 産
動 産 不 動 産

先物取引差金勘定

繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
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1

負 債 の 部 合 計

48,513
1

70,310

資 本 準 備 金

資 本 金
資 本 剰 余 金 48,515

7,313,177

証 書 貸 付

従 業 員 預 り 金

0

未 決 済 為 替 借

社 債 20,000

そ の 他 負 債
新 株 予 約 権 付 社 債

有 価 証 券

地 方 債

その他の特定取引資産

自 己 株 式 処 分 差 益

社 債
株 式 145,649

未 払 外 国 為 替
売 渡 外 国 為 替

特定金融派生商品

特 定 取 引 資 産 6,016

特 定 金 融 派 生 商 品 4,115
901商 品 有 価 証 券

23,835そ の 他 の 負 債
129,995

653

2,285
0

金 融 派 生 商 品
繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

19,163
135

給 付 補 て ん 備 金
1

1,909,061

現 金
341,887 6,561,980預 金

買 入 金 銭 債 権

309,346
3,483,202

111,660
19,321

第９５期末(平成１８年３月３１日現在)貸借対照表

金　　　　額
(資産の部)

現 金 預 け 金
(負債の部)

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目

101,609 当 座 預 金
普 通 預 金預 け 金

コ ー ル ロ ー ン 貯 蓄 預 金
通 知 預 金

240,278
95,272
71,284

そ の 他 の 預 金

定 期 預 金
定 期 積 金

コ ー ル マ ネ ー
譲 渡 性 預 金

147,270
194,600

2,430
2,430

2,381,965
37

256,447

7,174
147,979

資 産 の 部 合 計 7,711,965

利 益 準 備 金

土 地 再 評 価 差 額 金

自 己 株 式
株 式 等 評 価 差 額 金

46,520

その他資本剰余金

7,711,965負 債 及 び 資 本 の 部 合 計
資 本 の 部 合 計 398,787

48,850

198,533

117,399

利 益 剰 余 金

建 設 仮 払 金

△ 10,494

動産不動産圧縮積立金 679

34,614
30,218

43,071

別 途 積 立 金 116,720
当 期 未 処 分 利 益
当 期 純 利 益

任 意 積 立 金

127,262

△ 75,313
61,727

2,079
1,820

617,805

432,413

538,346
借 入 金

外 国 為 替

売 渡 手 形
特 定 取 引 負 債

69,633

5,114,967

債券貸借取引受入担保金

68,731

45,422

65,634

7,072

24,165

9,206

45,422
借 用 金

231

166

61,727
再評価に係る繰延税金負債 34,560
支 払 承 諾



注 1.
2.

3.

4. デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。
5.

建　物　　３年～５０年
動　産　　２年～２０年

6.

7. 社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。
8. 外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
9. 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

10.

過去勤務債務 発生年度に全額を処理。
数理計算上の差異

また、確定拠出年金法の施行に伴い、平成１７年４月に退職一時金制度の一部を確定拠出年金
制度へ、また厚生年金基金及び企業年金を確定給付企業年金へ移行し、「退職給付制度間の移
行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。本移行に伴う
影響額は、特別利益として２，５３２百万円計上しております。

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異
の処理方法は以下のとおりであります。

各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数
（１０年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌期から損益処理。

「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号平成１７年３月１６日）及
び「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７
号平成１７年３月１６日）が平成１７年４月１日以後開始する営業年度から適用されることに
伴い、当期より同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより経常利益及び税引
前当期純利益が１，１１７百万円増加しております。

動産不動産の減価償却は、定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであ
ります。

自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によ
り償却しております。

上記以外の債権については、過去の一定期間におけるデフォルト件数から算出したデフォルト
率等に基づき計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因し
て生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署
から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を
行っております。

破綻懸念先及び下記24.の貸出条件緩和債権等を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口
債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積
もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子
率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見
積法）により引き当てております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）
に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権
については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ
の残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能
性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債
権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、
債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格
差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取
引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上してお
ります。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価に
より、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したもの
とみなした額により行っております。

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による原価法又は償却原価法
（定額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、
その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原
価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原
価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法に
より処理しております。



11.

12.

13.

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
14.
15. 「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」の発生の主な原因別内訳は次のとおりであります。

　繰延税金資産
　　貸倒引当金損金算入限度超過額 百万円

　　退職給付引当金損金算入限度超過額 百万円

　　有価証券償却 百万円

　　減価償却損金算入限度超過額 百万円

　　その他 百万円

　　繰延税金資産小計 百万円

　　評価性引当額 百万円

　　繰延税金資産合計 百万円

　繰延税金負債
　　その他有価証券評価差額 百万円

　　退職給付信託設定益 百万円

　　動産不動産圧縮積立金 百万円

　　その他 百万円

　　繰延税金負債合計 百万円

　繰延税金資産の純額 百万円

16. 子会社の株式総額 百万円
17. 子会社に対する金銭債権総額 百万円
18. 子会社に対する金銭債務総額 百万円
19. 動産不動産の減価償却累計額 百万円
20. 動産不動産の圧縮記帳額 百万円
21.

22.

23. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は３７９百万円であります。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している
貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

貸出金のうち、破綻先債権額は８，７７３百万円、延滞債権額は７９，０５９百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により
元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償
却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４
０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事
由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を
図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

７５０
１，１５０
１，５８０

５７，７７８

貸借対照表に計上した動産不動産のほか、電子計算機の一部等については、リース契約により使用し
ております。

△３８，５２９

△４，７６２

１，６６５
４，４２５

４０，３５０

△７

△２９，０５４
△８，９３４

△５３３

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外
貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会
報告第２５号。以下「業種別監査委員会報告第２５号」という。）に規定する繰延ヘッジによってお
ります。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う
通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務
等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性
を評価しております。

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計
基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 ２４
号。以下「業種別監査委員会報告第２４号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・
貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定
し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ
手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

７，６０５

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２７，４０７
９，１６５

４５，１１２

２，４４９

１，８２０



24. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５９，１２８百万円であります。

25.

なお、22.から25.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
26.

27. 担保に供している資産は次のとおりであります。

　担保に供している資産
　　有価証券 百万円
　担保資産に対応する債務
　　預金 百万円
　　債券貸借取引受入担保金 百万円
　　売渡手形 百万円

子会社、子法人等及び関連法人等の借入金等にかかる担保提供資産はありません。

28.

29.

再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日
同法律第３条第３項に定める

再評価の方法

百万円
30.

31. 社債は、期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）であります。
32.

33. １株当たりの純資産額 円 ８ 銭
34.

５９５

新株予約権付社債は、旧商法第３４１条ノ２の規定に基づき発行された劣後特約付無担保転換社
債であります。

旧商法施行規則第１２４条第３号に規定する時価を付したことにより増加した純資産額は、
４４，５２１百万円であります。

借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金
４４，０００百万円が含まれております。

３９，６１５

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布
政令第１１９号）第２条第４号に定める算定方法に基づき、地
価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の
価額（路線価）を基準として時価を算出しております。

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用
土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地
の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税
金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として資本の部
に計上しております。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

６４９，６０３

ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、純額で「繰延ヘッジ利益」として計上しております。な
お、上記相殺前の繰延ヘッジ損失の総額は１，６４８百万円、繰延ヘッジ利益の総額は１，７８
４百万円であります。

なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま
すが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。

手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき
る権利を有しておりますが、その額面金額は６９，７３７百万円であります。

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
１４７，３４１百万円であります。

３８，７１９

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券
２５４，８３４百万円及びその他の資産１２百万円を差し入れております。

１４７，２７０
１９４，６００



35.

売買目的有価証券
　貸借対照表計上額 百万円
　当期の損益に含まれた評価差額 百万円
満期保有目的の債券で時価のあるもの

（単位：百万円）

その他

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものは該当ありません。
その他有価証券で時価のあるもの

（単位：百万円）

株　式
債　券
　国　債
　地方債
　社　債
その他
合　計

　市場価格のある株式
期末日の時価が取得原価の３０％以上下落した全銘柄

　市場価格のない株式
実質価額が取得原価に比べ５０％以上下落した銘柄

36. 当期中に売却した満期保有目的の債券は該当ありません。
37. 当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

百万円
38.

　　　　貸借対照表計上額
満期保有目的の債券 該当ありません
子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

子会社・子法人等株式 百万円
関連法人等株式 百万円

その他有価証券
事業債 百万円
非上場株式 百万円
投資事業有限責任組合等 百万円

39.

（単位：百万円）

債　券
　国　債
　地方債
　社　債
その他
合　計

８，３９９

190,763 896,844 405,798

74,770 348,852 114,004
5,955 56,670 7,006

230,810
49,847 228,382 166,723 54,199

－
－

60,190 262,938 118,064 176,611

１０  年  超
５ 年 以 内 １ ０ 年 以 内

140,916 668,461 239,075 176,611

１　年　以　内 １ 年 超 ５ 年 超

１，１３３

293,099 3,070 △ 29 ―

また、当期において、その他有価証券で時価（市場価格又は合理的に算定された価額）のある株
式のうち取得原価に比べ時価が著しく下落した銘柄について９２百万円減損処理を行っておりま
す。なお、当行の減損処理基準は以下のとおりであります。

70,486 69,633

うち益

有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」「地方
債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」、「その他の特定取引資産」中の
コマーシャル・ペーパーが含まれております。以下39.まで同様であります。

貸 借 対 照 表
計 上 額

時　　　　価
うち損

差　　　　額

１，９０１
△ ４

４０，７９０

６，１６０

5,455
414 5,347

なお、上記の評価差額から繰延税金負債２９，０５４百万円を差し引いた額４３，０７１百万円
を、「株式等評価差額金」として計上しております。

27,5271,775,192

その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のと
おりであります。

売却額 売却益 売却損
９３９１５２，２５３百万円 １，８１０百万円

時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
内容

２，０１５

うち損
貸 借 対 照 表
計 上 額

869
15,750140

91,262 105
571 21,967

7,820

△ 853 16
△ 4,932

うち益
取 得 原 価 評 価 差 額

△ 15,609617,805
1,205,670

1,847,318 72,126
526,577 528,942 2,364
501,768 496,836

99,653

42,943 134,100 91,157
1,184,274 △ 21,395

633,415



40.

41.

（単位：百万円）

退職給付引当金
（退職給付信託の年金資産控除前）
退職給付信託の年金資産
（未認識数理計算上の差異を除く）
退職給付引当金
（退職給付信託の年金資産控除後）
前払年金費用

また、当期末の退職給付債務等は以下のとおりであります。
退職給付債務 百万円
年金資産（時価） 百万円
　(うち退職給付信託の年金資産 百万円)
未積立退職給付債務 百万円
会計基準変更時差異の未処理額 百万円
未認識数理計算上の差異 百万円
未認識過去勤務債務(債務の減額) 百万円
貸借対照表計上額の純額 百万円
　　　　前払年金費用 百万円
　　　　退職給付引当金 百万円

42.

43. 銀行法施行規則第１９条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率(国内基準)
９．６２％

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受
けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付ける
ことを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は１，９３８，４１５百万円
であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが
１，９１２，０２８百万円あります。

△ 17,621

共同利用型基幹システムの開発のため、電子計算機を株式会社広島銀行と共同賃借し、そのリー
ス債務1，３４８百万円について相互に保証しております。

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その
ものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの
契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行
申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられてお
ります。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後
も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直
し、与信保全上の措置等を講じております。
当期末における退職給付引当金及び前払年金費用並びに同引当金と相殺又は前払年金費用に加算
されている退職給付信託における年金資産（未認識数理計算上の差異を除く）は、それぞれ以下
のとおりであります。

退 職 一 時 金 企 業 年 金 基 金 合 計

－

△ 5,130 △ 22,751

36,231

13,480

４８，０１４
２７，０５０

24,781 11,450

△６７，３８５

7,159 6,320

－ －

９４，４３６

１３，４８０
－

－
△１３，５７０

－
１３，４８０



(単位：百万円)

126,492
91,764

1

1,076

3,323

902

2,723

22,637

2,575

949
721

4

7,304

78
374

861
3,584

92

935

5,674
2,984

71,984

2,593
54,268経 常 利 益

そ の 他 の 経 常 費 用

112,000

1,098

17

358
12,598

104

4,948
4

3,052

11,798
20,327
1,488

504

0
983

支 払 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 費 用

社 債 利 息

経 常 費 用

そ の 他 経 常 収 益

売 渡 手 形 利 息

株 式 等 売 却 損
株 式 等 償 却

コ ー ル マ ネ ー 利 息

そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額

営 業 経 費

借 用 金 利 息

そ の 他 業 務 費 用
国 債 等 債 券 売 却 損

株 式 等 売 却 益
そ の 他 の 経 常 収 益

受 入 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 業 務 収 益

国 債 等 債 券 売 却 益

特 定 取 引 収 益
商 品 有 価 証 券 収 益

その他の特定取引収益

金 融 派 生 商 品 収 益

外 国 為 替 売 買 益

特定金融派生商品収益

役 務 取 引 等 収 益

33,391
194

347
746

0
47

2
32,125

買 入 手 形 利 息

信 託 報 酬

平成 １７ 年 ４ 月 　１ 日 から
平成 １８ 年 ３ 月 ３１ 日 まで

金　　　　　　　　　額

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

貸 出 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
コ ー ル ロ ー ン 利 息

科　　　　　　目

166,269

　第９５期

そ の 他 の 業 務 収 益

資 金 調 達 費 用

損 益 計 算 書

そ の 他 の 受 入 利 息

預 け 金 利 息
金利スワップ受入利息

預 金 利 息
譲 渡 性 預 金 利 息

国 債 等 債 券 償 還 損 46

新株予約権付社債利息
金利スワップ支払利息

債券貸借取引支払利息

社 債 発 行 費 償 却 93

そ の 他 の 支 払 利 息
役 務 取 引 等 費 用 10,627



(単位：百万円)

注  1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 子会社との取引による収益総額 百万円

子会社との取引による費用総額 百万円
3. １株当たりの当期純利益金額 ４６ 円 銭
4. 潜在株式調整後１株当たりの当期純利益金額 ４１ 円 銭
5.

6.
7.
8.

9. 当期において、以下の資産について減損損失を計上しております。
(減損損失を認識した資産又は資産グループ及び種類毎の減損損失額)

(資産グループの概要及びグルーピング方法)

銀行全体に関連する資産
(本部、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｾﾝﾀｰ、社宅、ATMｺｰﾅｰ等)

店舗・社宅跡地等 各々が独立した資産としてグルーピング。

(回収可能価額)

合併による未処分利益受入額 301

１２０

34,614

2,819土地再評価差額金取崩額

6,909
2,532

2,091

1,029
3,789

当 期 純 利 益

そ の 他 の 特 別 利 益
特 別 損 失

そ の 他 の 特 別 損 失

動 産 不 動 産 処 分 損

税 引 前 当 期 純 利 益

減 損 損 失

法 人 税 等 調 整 額
法人税､住民税及び事業税

科　　　　　目 金　　　　　　　額

動 産 不 動 産 処 分 益 51
特 別 利 益 2,584

30,218
10,278

49,943
9,446

「その他の経常費用」には、債権売却損４６７百万円を含んでおります。

当 期 未 処 分 利 益

５，３３４

3,488前 期 繰 越 利 益

中 間 配 当 額

特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当期中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等
については前期末と当期末における評価損益の増減額を、派生商品については前期末と当期末
におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

2,213

特定取引目的の取引については、取引の約定時点を基準とし、当該取引からの損益を損益計算
書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。

９２
８３

地域

福岡県内

主な用途
営業用資産（処分予定）5か所
遊休資産等3か所

「その他の特別損失」には、時間外割増賃金等の遡及支払額２，０９０百万円を含んでおりま
す。

「その他の特別利益」は、退職給付に係る制度変更益であります。

3,789百万円

種類 減損損失額

当期の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であります。正味売却価額は、
「不動産鑑定評価基準(国土交通省、平成14年7月3日改正)」等に基づき算定しております。

原則営業店単位。ただし、個人強化店・出
張所等の母店との相互補完関係が強い店舗
は母店と一緒にグルーピング。処分予定資
産については各々独立した資産としてグ
ルーピング。

営業用資産 営業の用に供する資産

遊休資産

共用資産 銀行全体を一体としてグルーピング。

当行は、平成10年3月31日に土地の再評価に関する法律に基づき事業用土地の再評価を行って
おりますが、当該再評価後の土地のうち上記の営業用資産（処分予定）及び遊休資産等につい
ては再評価後の地価の下落等により含み損を有しており、将来キャッシュ・フローを生まない
ことから帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上し
ております。

資産の区分 グルーピング方法資産グループの概要

土地建物



決算後に生じた当行の状況に関する重要な事象（重要な後発事象）

 1.

(1) 基本合意の目的

(2) 業務・資本提携の内容

　ア.　業務提携の内容
(ｱ) 事業再生支援
(ｲ) ＡＴＭ相互無料提携
(ｳ) ビジネスローン業務提携
(ｴ) 法人ソリューション営業提携
(ｵ) 個人向け営業提携
(ｶ) 業務効率化提携

　イ.　資本提携の内容

　（福岡銀行が取得した熊本ファミリー銀行の公的優先株式の内容）

取得株式の総数
取得価額 1株につき788円79銭
取得総額
取得先 株式会社　整理回収機構
取得日 平成18年5月17日

(3) 将来的な経営統合に向けた検討の開始及びその方式・時期等

２.

　第２回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）

発行価額 各社債の金額100円につき金100円
発行総額 300億円

償還期限 平成28年6月27日

当行は、平成18年5月12日に、株式会社熊本ファミリー銀行（本店：熊本市 頭取：河口和
幸）と業務・資本提携を行うこと並びに共同持株会社の設立等を内容とする将来的な経営統合
に向けた検討を開始することについて基本合意いたしました。その内容等につきましては以下
のとおりであります。

福岡銀行と熊本ファミリー銀行は、業務・資本提携並びに将来的な経営統合により、営業ネッ
トワークの拡大等による顧客サービスの向上、地域社会への貢献、企業価値の持続的成長の実
現及び従業員満足度の向上を目指します。

福岡銀行が熊本ファミリー銀行の公的優先株式を整理回収機構から全額買取ることについて、
整理回収機構を通じて預金保険機構に対して申し出を行い、平成18年5月17日付で取得いたし
ました。

40,000,000株

31,551,600,000円

福岡銀行と熊本ファミリー銀行は、統合準備委員会を設置し、適正な資産査定等に基づき統合
比率を決定のうえ、株主の承認及び関係当局の認可を前提として、原則として平成19年春を目
処に共同株式移転により持株会社を設立することについて検討を開始いたします。

当行は、平成18年6月9日開催の取締役会の決議に基づき、安定した自己資本の確保のため、平
成18年6月27日に第２回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）300億円を発行しました。

①当初5年間；（平成23年6月27日
まで）年1.77％
②以後5年間；6ヶ月ユーロ円LIBOR
＋1.82％

利率



(単位：百万円)

　注 1.　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　　 2.　元本補てん契約のある信託については、平成１８年３月３１日現在取扱残高がありません。

(平成１８年３月３１日現在)

信 託 財 産 残 高 表

446 446合 計 合 計

信 託 受 益 権

現 金 預 け 金

268

3

174

446金 銭 信 託

金 額

有 価 証 券

資 産 金 額 負 債



(１)連結の範囲に関する事項

①連結される子会社及び子法人等 ６社
会　社　名

②非連結の子会社及び子法人等は該当ありません。               　　　  　　　

(２)持分法の適用に関する事項

①持分法適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 １社
会　社　名

②持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は該当ありません。　　　

(３)連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項

連結される子会社及び子法人等の決算日は、全社親会社と同一であります。

(４)連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項

連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

(５)連結調整勘定の償却に関する事項

 連結調整勘定の償却については、５年間の均等償却を行っております。

連結貸借対照表及び連結損益計算書の作成方針

なお、株式会社福岡カードは、平成１７年７月末をもって当行に吸収合併されましたが、
合併時までの損益計算書については連結しております。

前 田 証 券 株 式 会 社

福 銀 オ フ ィ ス サ ー ビ ス 株 式 会 社

福 銀 事 務 サ ー ビ ス 株 式 会 社

福 銀 不 動 産 調 査 株 式 会 社

ふ く お か 債 権 回 収 株 式 会 社

福岡コンピューターサービス株式会社

ふ く ぎ ん 保 証 株 式 会 社



　　　　連結貸借対照表　（ 平成 １８年 ３月 ３１日現在）　

（単位：百万円）

科　　　　　目 科　　　　　目

（　資　産　の　部　） （　負　債　の　部　）

現 金 預 け 金 341,898 預 金 6,557,710
コールローン及び買入手形 95,272 譲 渡 性 預 金 137,479

買 入 金 銭 債 権 71,284 コールマネー及び売渡手形 201,774

特 定 取 引 資 産 6,016 債券貸借取引受入担保金 147,270

有 価 証 券 1,911,968 特 定 取 引 負 債 2,430

貸 出 金 5,115,390 借 用 金 45,572

外 国 為 替 3,853 外 国 為 替 231

そ の 他 資 産 56,112 社 債 20,000

動 産 不 動 産 130,446 新 株 予 約 権 付 社 債 24,165

繰 延 税 金 資 産 5,342 そ の 他 負 債 79,487

支 払 承 諾 見 返 61,727 退 職 給 付 引 当 金 411

貸 倒 引 当 金 △ 83,703 再評価に係る繰延税金負債 34,560

連 結 調 整 勘 定 88

支 払 承 諾 61,727

負 債 の 部 合 計 7,312,910

（少 数 株 主 持 分）

少 数 株 主 持 分 1,261

（　資　本　の　部　）

資 本 金 70,310

資 本 剰 余 金 48,515

利 益 剰 余 金 201,413

土 地 再 評 価 差 額 金 48,850

株 式 等 評 価 差 額 金 43,103

自 己 株 式 △10,754

資 本 の 部 合 計 401,438

資 産 の 部 合 計 7,715,610 負債、少数株主持分及び資本の部合計 7,715,610

金　　　額 金　　　額



注 1.
2.

3.

4. デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。
5.

建　物　　３年～５０年
動　産　　２年～２０年

6.

7.
8.

9.

10.

過去勤務債務 発生年度に全額を処理。
数理計算上の差異

自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用
可能期間（５年）に基づく定額法により償却しております。

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に
係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権につ
いては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残
額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が
大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額か
ら、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者
の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び下記21.の貸出条件緩和債権等を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債
務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積も
ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率
で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ･フロー見積法)
により引き当てております。
上記以外の債権については、過去の一定期間におけるデフォルト件数から算出したデフォルト
率等に基づき計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因し
て生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署
から独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を
行っております。
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金については、貸倒実績率等に基づく処理を行って
おります。
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計
算上の差異の処理方法は以下のとおりであります。

当行は、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号平成１７年３月
１６日）及び「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適
用指針第７号平成１７年３月１６日）が平成１７年４月１日以後開始する連結会計年度から適
用されることに伴い、当連結会計年度より同会計基準及び同適用指針を適用しております。こ
れにより経常利益及び税金等調整前当期純利益が１，１１７百万円増加しております。

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一
定の年数（１０年）による定額法により按分した額をそれぞ
れ発生の翌連結会計年度から損益処理。

金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格
差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取
引の約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上し
ております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時
価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済
したものとみなした額により行っております。

連結される子会社及び子法人等の動産不動産については、主として当行と同様の処理を行って
おります。

社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による原価法又は償却原価法
（定額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づ
く時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による
原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、
全部資本直入法により処理しております。

当行の動産不動産の減価償却は、定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとお
りであります。

当行の外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相場による円換算額を付しておりま
す。



11.

12.

13.

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
14.

15. 「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」の発生の主な原因別内訳は次のとおりであります。

　繰延税金資産
　　貸倒引当金 百万円
　　退職給付引当金 百万円
　　有価証券償却 百万円
　　減価償却 百万円
　　その他 百万円
　　繰延税金資産小計 百万円
　　評価性引当額 百万円
　　繰延税金資産合計 百万円
　繰延税金負債
　　その他有価証券評価差額 百万円
　　退職給付信託設定益 百万円
　　動産不動産圧縮積立金 百万円
　　その他 百万円
　　繰延税金負債合計 百万円
　繰延税金資産の純額 百万円

16. 動産不動産の減価償却累計額 百万円
17. 動産不動産の圧縮記帳額 百万円
18.

19.

20. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は３７９百万円であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は
支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延し
ている貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的
で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建
金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することに
よりヘッジの有効性を評価しております。

５８，８１５
７，６０５

４８，７９９
△４，８９６

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由
により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸
出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人
税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又
は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行
業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協
会業種別監査委員会報告第２５号。以下「業種別監査委員会報告第２５号」という。）に規定
する繰延ヘッジによっております。

当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。

また、当行は確定拠出年金法の施行に伴い、平成１７年４月に退職一時金制度の一部を確定拠
出年金制度へ、また厚生年金基金及び企業年金を確定給付企業年金へ移行し、「退職給付制度
間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。本移行
に伴う影響額は、特別利益として２，５３２百万円計上しております。

当行並びに連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転すると認められ
るもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理に
よっております。
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における
金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査
委員会報告第２４号。以下「業種別監査委員会報告第２４号」という。）に規定する繰延ヘッ
ジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについ
て、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残
存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定
するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効
性の評価をしております。

３０，６５９

△８，９３４
△５３３

△７

４３，９０２

△２９，０８６

９，３１８
２，４５７
１，６６７
４，６９７

連結貸借対照表に計上した動産不動産のほか、電子計算機の一部等については、リース契約に
より使用しております。

△３８，５６０
５，３４２

貸出金のうち、破綻先債権額は９，３４６百万円、延滞債権額は７９，８６０百万円でありま
す。



21. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５９，１２８百万円であります。

22.

なお、19.から22.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
23.

24. 担保に供している資産は次のとおりであります。
　担保に供している資産
　　有価証券 百万円
　担保資産に対応する債務
　　預金 百万円
　　コールマネー及び売渡手形 百万円
　　債券貸借取引受入担保金 百万円

関連法人等の借入金等にかかる担保提供資産はありません。

25.

26.

再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日
同法律第３条第３項に定める
再評価の方法

百万円
27.

28.

29.

30. １株当たりの純資産額 円 ５０ 銭

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額
と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

３９，６１５
借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金
４４，０００百万円が含まれております。
社債は、期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）であります。

なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しており
ますが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。
ヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、純額で繰延ヘッジ利益として「その他負債」に含めて
計上しております。なお、上記相殺前の繰延ヘッジ損失の総額は１，６４８百万円、繰延ヘッ
ジ利益の総額は１，７８４百万円であります。
土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、当行の事業
用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」と
して資本の部に計上しております。

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公
布政令第１１９号）第２条第４号に定める算定方法に基づ
き、地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎とな
る土地の価額（路線価）を基準として時価を算出しておりま
す。

また、動産不動産のうち保証金権利金は１，９４１百万円、その他資産のうち手形交換所保証
金等は２５百万円であります。

１４７，２７０
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券
２５４，８３４百万円を差し入れております。

手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。これ
により受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分
できる権利を有しておりますが、その額面金額は６９，７３７百万円であります。

６４９，６０３

１９４，６００
３８，７１９

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った
貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
１４８，７１４百万円であります。

新株予約権付社債は、旧商法第３４１条ノ２の規定に基づき発行された劣後特約付無担保転換
社債であります。

５９９



31.

売買目的有価証券
　連結貸借対照表計上額
　当連結会計年度の損益に含まれた評価差額
満期保有目的の債券で時価のあるもの

（単位：百万円）

国債
その他
合計

その他有価証券で時価のあるもの
（単位：百万円）

株　式
債　券
　国　債
　地方債
　社　債
その他
合　計

　市場価格のある株式

　市場価格のない株式
実質価額が取得原価に比べ５０％以上下落した銘柄

32. 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券は該当ありません。
33. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

百万円
34.

　　　　連結貸借対照表計上額
満期保有目的の債券 該当ありません
関連法人等株式 百万円
その他有価証券

事業債 百万円
非上場株式 百万円
投資事業有限責任組合等 百万円

35.

（単位：百万円）

債　券
　国　債
　地方債
　社　債
その他
合　計

売却益売却額

―
―

２，２６１

3,099
2,987
3,070

時価のない有価証券のうち、主なものの内容と連結貸借対照表計上額は、次のとおりでありま
す。

内容

２，０１１百万円

49,847 228,382 166,723 54,199
190,763 899,867

６，１６０

74,770 348,852 114,004
7,006 －

－
5,955 56,670

405,798 230,810

176,611
60,190 265,962 118,064 176,611

１ ０ 年 以 内
140,916 671,485 239,075

5,455
1,775,700 1,847,901 72,201 99,760 27,558

526,577 528,942 2,364 7,820

869
501,768 496,836 △ 4,932 414 5,347
70,486 69,633 △ 853 16

21,967
633,415 617,805 △ 15,609 140 15,750

1,205,670 1,184,274 △ 21,395 571

うち益 うち損
43,451 134,684 91,232 91,369 136

取 得 原 価 連 結 貸 借 評 価 差 額
対 照 表 計 上 額

65

時　　　　価 差　　　　額
対 照 表 計 上 額 うち益

3,023 36
29

△ 36
△ 29

△４ 百万円

４０，７９０
８，５８７

その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次の
とおりであります。

１　年　以　内 １ 年 超 ５ 年 超 １０  年  超５ 年 以 内

売却損
１５２，７３６百万円 ９３９

百万円

なお、上記の評価差額から繰延税金負債２９，０８６百万円を差し引いた額４３，１１５百万
円のうち少数株主持分相当額２４百万円を控除した額に、持分法適用会社が所有するその他有
価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額１２百万円を加算した額４３，１０３百万円
を「株式等評価差額金」として計上しております。

また、当連結会計年度において、その他有価証券で時価（市場価格又は合理的に算定された価
額）のある株式のうち取得原価に比べ時価が著しく下落した銘柄について９４百万円減損処理
を行っております。なお、減損処理基準は以下のとおりであります。

連 結 貸 借
うち損

6,123 6,057 △ 65 ―

　　　連結会計年度末日の時価が取得原価の３０％以上下落した全銘柄

有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証
券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券及びコマーシャル・ペーパーが含まれており
ます。以下35.まで同様であります。

１，９０１



36.

37.

退職給付債務 百万円
年金資産（時価） 百万円
　(うち退職給付信託の年金資産 百万円)
未積立退職給付債務 百万円
会計基準変更時差異の未処理額 百万円
未認識数理計算上の差異 百万円
未認識過去勤務債務(債務の減額) 百万円
連結貸借対照表計上額の純額 百万円
　　　　前払年金費用 百万円
　　　　退職給付引当金 百万円

38.

39.

－
１３，０６８

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そ
のものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影
響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及び
その他相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを
受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期
的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見
直し、与信保全上の措置等を講じております。

当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。

△４１１

２６，６３９

１３，４８０

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を
受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付
けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は１，９３６，３６５
百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能
なものが１，９０９，９７８百万円あります。

当行は、共同利用型基幹システムの開発のため、電子計算機を株式会社広島銀行と共同賃借
し、そのリース債務１，３４８百万円について相互に保証しております。

－
△１３，５７０

９４，４３６
４８，０１４

△６７，７９７

銀行法施行規則第１７条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率(国内基準)
９．６５％



（単位：百万円）
　　科　　　　　　目 金 額

171,918
126,782

貸 出 金 利 息 91,861
有 価 証 券 利 息 配 当 金 33,587
コールローン利息及び買入手形利息 194
預 け 金 利 息 47
そ の 他 の 受 入 利 息 1,091

2
31,719
1,488
7,770
4,154

116,107
22,638

預 金 利 息 3,052
譲 渡 性 預 金 利 息 75
コールマネー利息及び売渡手形利息 378
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 4,948
借 用 金 利 息 1,100
社 債 利 息 104
新 株 予 約 権 付 社 債 利 息 358
そ の 他 の 支 払 利 息 12,618

9,120
1,086

74,815
8,447

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 5,956
そ の 他 の 経 常 費 用 2,490

55,811
2,584

51
0

2,532
7,019

1,039
3,804
2,174

51,376
10,127
9,709

114
31,425当 期 純 利 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

償 却 債 権 取 立 益

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

特 別 利 益

少 数 株 主 利 益

減 損 損 失

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

そ の 他 の 特 別 損 失

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

そ の 他 の 特 別 利 益

特 別 損 失

役 務 取 引 等 収 益

資 金 運 用 収 益

経 常 収 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

動 産 不 動 産 処 分 損

動 産 不 動 産 処 分 益

信 託 報 酬

連 結 損 益 計 算 書 平成１７年 ４月　１日  から　　　　
平成１８年 ３月３１日  まで　　　　



1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. １株当たりの当期純利益金額 円 ７６銭
3. 潜在株式調整後１株当たりの当期純利益金額 円 ６３銭
4.

5. 「その他の経常費用」には、当行の債権売却損４６７百万円を含んでおります。
6. 「その他の特別利益」は、当行の退職給付に係る制度変更益であります。
7. 「その他の特別損失」には、時間外割増賃金等の遡及支払額２，１７３百万円を含んでおります。
8. 当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

(減損損失を認識した資産又は資産グループ及び種類毎の減損損失額)

(資産グループの概要及びグルーピング方法)

店舗・社宅跡地等 各々が独立した資産としてグルーピング。

個社ごとにグルーピング。

(回収可能価額)

注

当連結会計年度の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であります。正味売却価額
は、「不動産鑑定評価基準(国土交通省、平成14年7月3日改正)」等に基づき算定しております。

連結子会社

営業用資産 営業の用に供する資産

原則営業店単位。ただし、個人強化店・出
張所等の母店との相互補完関係が強い店舗
は母店と一緒にグルーピング。処分予定資
産については各々独立した資産としてグ
ルーピング。

遊休資産

銀行全体を一体としてグルーピング。
(本部、ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｾﾝﾀｰ、社宅、ATMｺｰﾅｰ等)

共用資産
銀行全体に関連する資産

当行は、平成10年3月31日に土地の再評価に関する法律に基づき事業用土地の再評価を行っております
が、当該再評価後の土地のうち上記の営業用資産（処分予定）及び遊休資産等については再評価後の
地価の下落等により含み損を有しており、将来キャッシュ・フローを生まないことから帳簿価額を回
収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

資産の区分 資産グループの概要 グルーピング方法

４８

特定取引目的の取引については、取引の約定時点を基準とし、当該取引からの損益を連結損益計算書
上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。

４３

特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券、金銭債
権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品につい
ては前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えてお
ります。

種類

土地建物

地域 減損損失額主な用途

福岡県内
営業用資産（処分予定）5か所
遊休資産等4か所

3,804百万円



決算後に生じた企業集団の状況に関する重要な事象（重要な後発事象）

 1.

(1) 基本合意の目的

(2) 業務・資本提携の内容

　ア.　業務提携の内容
(ｱ) 事業再生支援
(ｲ) ＡＴＭ相互無料提携
(ｳ) ビジネスローン業務提携
(ｴ) 法人ソリューション営業提携
(ｵ) 個人向け営業提携
(ｶ) 業務効率化提携

　イ.　資本提携の内容

　（福岡銀行が取得した熊本ファミリー銀行の公的優先株式の内容）

取得株式の総数
取得価額 1株につき788円79銭
取得総額
取得先 株式会社　整理回収機構
取得日 平成18年5月17日

(3) 将来的な経営統合に向けた検討の開始及びその方式・時期等

 ２.

　第２回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）

発行価額 各社債の金額100円につき金100円
発行総額 300億円

償還期限

当行は、平成18年6月9日開催の取締役会の決議に基づき、安定した自己資本の確保のため、平成
18年6月27日に第２回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）300億円を発行しました。

利率

①当初5年間；（平成23年6月27日ま
で）年1.77％
②以後5年間；6ヶ月ユーロ円LIBOR
＋1.82％

平成28年6月27日

31,551,600,000円

福岡銀行と熊本ファミリー銀行は、統合準備委員会を設置し、適正な資産査定等に基づき統合比
率を決定のうえ、株主の承認及び関係当局の認可を前提として、原則として平成19年春を目処に
共同株式移転により持株会社を設立することについて検討を開始いたします。

当行は、平成18年5月12日に、株式会社熊本ファミリー銀行（本店：熊本市 頭取：河口和幸）と
業務・資本提携を行うこと並びに共同持株会社の設立等を内容とする将来的な経営統合に向けた
検討を開始することについて基本合意いたしました。その内容等につきましては以下のとおりで
あります。

福岡銀行と熊本ファミリー銀行は、業務・資本提携並びに将来的な経営統合により、営業ネット
ワークの拡大等による顧客サービスの向上、地域社会への貢献、企業価値の持続的成長の実現及
び従業員満足度の向上を目指します。

福岡銀行が熊本ファミリー銀行の公的優先株式を整理回収機構から全額買取ることについて、整
理回収機構を通じて預金保険機構に対して申し出を行い、平成18年5月17日付で取得いたしまし
た。

40,000,000株
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